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規 則 

 

三 重 県 の 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 に 基 づ き 市 町 が 処 理 す る 事 務 の 範 囲 を 定 め る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 七 年 三 月 二 十 一 日  

                   三  重  県  知 事   一   見   勝   之    

三 重 県 規 則 第 十 三 号  

三 重 県 の 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 に 基 づ き 市 町 が 処 理 す る 事 務 の 範 囲 を 定 め る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る  

規 則  

三 重 県 の 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 に 基 づ き 市 町 が 処 理 す る 事 務 の 範 囲 を 定 め る 規 則 （ 平 成 十 二 年 三 重 県 規

則 第 三 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

別 表 （ 第 二 条 関 係 ）  別 表 （ 第 二 条 関 係 ）  

 一 ～ 十 二 の 三 （ 略 ）  （ 略 ）    一 ～ 十 二 の 三 （ 略 ）  （ 略 ）   

 十 二 の 四  特 例 条 例 別 表

第 二 の 五 の 二 の 項 ヌ に

規 定 す る 調 理 師 法 （ 昭

和 三 十 三 年 法 律 第 百 四

十 七 号 ） の 施 行 に 係 る

事 務 の う ち 規 則 に 基 づ

く 事 務 で 別 に 規 則 で 定

め る も の  

調 理 師 法 施 行 細 則 （ 昭 和 三 十

四 年 三 重 県 規 則 第 三 十 九 号 ） 第

三 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 調 理 師

試 験 受 験 申 込 書 の 受 理 及 び 知 事

へ の 送 付  

  十 二 の 四  特 例 条 例 別 表

第 二 の 五 の 二 の 項 カ に

規 定 す る 調 理 師 法 （ 昭

和 三 十 三 年 法 律 第 百 四

十 七 号 ） の 施 行 に 係 る

事 務 の う ち 規 則 に 基 づ

く 事 務 で 別 に 規 則 で 定

め る も の  
調 理 師 法 施 行 細 則 （ 昭 和 三 十

四 年 三 重 県 規 則 第 三 十 九 号 ） 第

三 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 調 理 師

試 験 受 験 申 込 書 の 受 理 及 び 知 事

へ の 送 付  

 

十 二 の 五 ～ 十 四  （ 略 ）  （ 略 ）  十 二 の 五 ～ 十 四  （ 略 ）  （ 略 ）  

 十 五  特 例 条 例 別 表 第 二

の 十 の 項 に 規 定 す る 建

築 基 準 法 （ 昭 和 二 十 五 年

法 律 第 二 百 一 号 ） 、 建 築

基 準 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十

五 年 政 令 第 三 百 三 十 八

号 ） 、 建 築 基 準 法 施 行 規

則 （ 昭 和 二 十 五 年 建 設 省

令 第 四 十 号 ） 、 三 重 県 建

築 基 準 条 例 （ 昭 和 四 十 六

年 三 重 県 条 例 第 三 十 五

号 ） 及 び 同 法 の 施 行 の た

め の 規 則 に 基 づ く 申 請

書 、 届 書 そ の 他 書 類 の 受

理 に 関 す る 事 務 で 別 に

規 則 で 定 め る も の  

 

建 築 基 準 法 （ 以 下 こ の 項 に お

い て 「 法 」 と い う 。 ） 、 建 築 基

準 法 施 行 令 、 建 築 基 準 法 施 行 規

則 、 三 重 県 建 築 基 準 条 例 及 び 建

築 基 準 法 施 行 細 則 （ 昭 和 四 十 六

年 三 重 県 規 則 第 六 十 四 号 ） の 規

定 に 基 づ き 知 事 又 は 建 築 主 事 に

提 出 す る こ と と さ れ て い る 申 請

書 、 届 書 及 び 通 知 書 （ 法 第 十 八

条 第 二 項 の 規 定 に よ る 計 画 通 知

書 に 限 る 。 ） の 受 理 並 び に 知 事

又 は 建 築 主 事 へ の 送 付 （ た だ し 、

法 第 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 完

了 検 査 申 請 書 、 法 第 十 八 条 第 二

十 項 の 規 定 に よ る 工 事 完 了 通 知

書 、 法 第 七 条 の 三 第 一 項 の 規 定

に よ る 中 間 検 査 申 請 書 及 び 法 第

十 八 条 第 二 十 八 項 の 規 定 に よ る

特 定 工 程 工 事 終 了 通 知 書 （ こ れ

ら の 規 定 を 法 第 八 十 七 条 の 四 又

は 法 第 八 十 八 条 第 一 項 若 し く は

第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を

含 む 。 ） 、 法 第 十 五 条 第 一 項 の  

  十 五  特 例 条 例 別 表 第 二

の 十 の 項 に 規 定 す る 建

築 基 準 法 （ 昭 和 二 十 五 年

法 律 第 二 百 一 号 ） 、 建 築

基 準 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十

五 年 政 令 第 三 百 三 十 八

号 ） 、 建 築 基 準 法 施 行 規

則 （ 昭 和 二 十 五 年 建 設 省

令 第 四 十 号 ） 、 三 重 県 建

築 基 準 条 例 （ 昭 和 四 十 六

年 三 重 県 条 例 第 三 十 五

号 ） 及 び 同 法 の 施 行 の た

め の 規 則 に 基 づ く 申 請

書 、 届 書 そ の 他 書 類 の 受

理 に 関 す る 事 務 で 別 に

規 則 で 定 め る も の  

 

建 築 基 準 法 （ 以 下 こ の 項 に お

い て 「 法 」 と い う 。 ） 、 建 築 基

準 法 施 行 令 、 建 築 基 準 法 施 行 規

則 、 三 重 県 建 築 基 準 条 例 及 び 建

築 基 準 法 施 行 細 則 （ 昭 和 四 十 六

年 三 重 県 規 則 第 六 十 四 号 ） の 規

定 に 基 づ き 知 事 又 は 建 築 主 事 に

提 出 す る こ と と さ れ て い る 申 請

書 、 届 書 及 び 通 知 書 （ 法 第 十 八

条 第 二 項 の 規 定 に よ る 計 画 通 知

書 に 限 る 。 ） の 受 理 並 び に 知 事

又 は 建 築 主 事 へ の 送 付 （ た だ し 、

法 第 七 条 第 一 項 （ 第 八 十 七 条 の

四 又 は 第 八 十 八 条 第 一 項 若 し く

は 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合

を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 完 了 検

査 申 請 書 及 び 法 第 七 条 の 三 第 二

項 の 規 定 に よ る 中 間 検 査 申 請

書 、 法 第 六 条 の 二 第 一 項 に 規 定

す る 確 認 を 受 け よ う と す る 建 築

物 の 計 画 に 係 る 法 第 十 五 条 第 一

項 の 規 定 に よ る 届 書 、 法 第 七 十

七 条 の 二 十 一 に 規 定 す る 指 定 確  
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  規 定 に よ る 届 書 、 法 第 七 十 七 条

の 二 十 一 に 規 定 す る 指 定 確 認 検

査 機 関 か ら 提 出 さ れ る 申 請 書 及

び 届 書 、 法 第 八 十 七 条 の 四 に お

い て 準 用 す る 法 第 六 条 第 一 項 の

規 定 に よ る 確 認 申 請 書 並 び に 法

第 八 十 七 条 の 四 に お い て 準 用 す

る 法 第 十 八 条 第 二 項 の 規 定 に よ

る 計 画 通 知 書 を 除 く 。 ）  

   認 検 査 機 関 か ら 提 出 さ れ る 申 請

書 及 び 届 書 、 法 第 八 十 七 条 の 四

に お い て 準 用 す る 法 第 六 条 第 一

項 の 規 定 に よ る 確 認 申 請 書 並 び

に 法 第 八 十 七 条 の 四 に お い て 準

用 す る 法 第 十 八 条 第 二 項 の 規 定

に よ る 計 画 通 知 書 を 除 く 。 ）  

 

 十 五 の 二 ～ 二 十 一 の 二 

（ 略 ）  

（ 略 ）    十 五 の 二 ～ 二 十 一 の 二 

（ 略 ）  

（ 略 ）   

     二 十 二 削 除    

     二 十 三  特 例 条 例 別 表 第

二 の 三 十 四 の 二 の 項 に

規 定 す る 三 重 県 宅 地 開

発 事 業 の 基 準 に 関 す る

条 例 （ 昭 和 四 十 七 年 三 重

県 条 例 第 四 十 一 号 ） 及 び

同 条 例 の 施 行 の た め の

規 則 に 基 づ く 宅 地 開 発

事 業 に 係 る 協 議 書 、 申 請

書 及 び 届 書 の 受 理 に 関

す る 事 務 で 別 に 規 則 で

定 め る も の  

次 に 掲 げ る 書 類 の 受 理 及 び 知

事 へ の 送 付  

イ 三 重 県 宅 地 開 発 事 業 の 基 準

に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和

四 十 七 年 三 重 県 規 則 第 九 十

号 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 規

則 」 と い う 。 ） 第 二 条 の 規 定

に よ る 宅 地 開 発 事 業 設 計 （ 変

更 ） 協 議 書  

ロ 規 則 第 三 条 及 び 第 五 条 の 規

定 に よ る 宅 地 開 発 事 業 設 計

（ 変 更 ） 確 認 申 請 書  
ハ 規 則 第 四 条 の 規 定 に よ る 工

事 着 手 届 出 書  

ニ 規 則 第 六 条 第 一 項 の 規 定 に

よ る 宅 地 開 発 事 業 変 更 届 出 書

等 

ホ 規 則 第 六 条 第 二 項 の 規 定 に

よ る 宅 地 開 発 事 業 承 継 届 出 書  

ヘ 規 則 第 七 条 第 一 項 の 規 定 に

よ る 工 事 完 了 届 出 書  

ト 規 則 第 八 条 の 三 の 規 定 に よ

る 建 築 承 認 申 請 書  

 

  

   附  則  

１  こ の 規 則 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。  

一  別 表 第 十 二 号 の 四 の 項 及 び 同 表 第 十 五 号 の 項 の 改 正 規 定  令 和 七 年 四 月 一 日  

二  別 表 第 二 十 二 号 の 項 及 び 同 表 第 二 十 三 号 の 項 の 改 正 規 定 並 び に 次 項 の 規 定  令 和 七 年 五 月 二 十 六 日  

２  前 項 第 二 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日 の 前 日 に お い て 現 に 三 重 県 宅 地 開 発 事 業 の 基 準 に 関 す る 条 例 を 廃 止 す る

条 例 （ 令 和 七 年 三 重 県 条 例 第 三 十 三 号 ） に よ る 廃 止 前 の 三 重 県 宅 地 開 発 事 業 の 基 準 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 四 十 七

年 三 重 県 条 例 第 四 十 一 号 ） 第 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 確 認 を 受 け 、 工 事 が 施 工 さ れ て い る 宅 地 開 発 事 業 に つ い

て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

 

児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 の 一 部 を 改 正 す る 内 閣 府 令 等 の 施 行 に 伴 う 関 係 規 則 の 整 備 に 関 す

る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

  令 和 七 年 三 月 二 十 一 日  

                             三  重  県  知  事   一   見   勝   之    

三 重 県 規 則 第 十 四 号  
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   児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 の 一 部 を 改 正 す る 内 閣 府 令 等 の 施 行 に 伴 う 関 係 規 則 の 整 備 に

関 す る 規 則  

 （ 老 人 福 祉 法 施 行 細 則 の 一 部 改 正 ）  

第 一 条  老 人 福 祉 法 施 行 細 則 （ 平 成 五 年 三 重 県 規 則 第 二 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 七 号 様 式 か ら 第 八 号 様 式 の 二 ま で の 様 式 中 「 栄養士 」 を 「栄養士又は管理栄養士 」 に 改 め 、 第 十 五 号 様 式

及 び 第 十 六 号 様 式 中 「 ５ 施設長及び生活指導員については社会福祉主事の資格を、看護師、栄養士及び医師

についてはそれぞれの資格を証明するもの 」 を 「５ 施設長については社会福祉主事の資格を、生活相談員、

看護師、栄養士又は管理栄養士及び医師についてはそれぞれの資格を証明するもの 」 に 改 め る 。  

 （ 三 重 県 児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 二 条  三 重 県 児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 二 十 五 年 三 重 県 規 則 第 二

十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後   改   正   前  

（ 設 備 の 基 準 の 特 例 ）  （ 設 備 の 基 準 の 特 例 ）  

第 二 十 九 条  条 例 第 四 十 四 条 第 一 項 の 規 則 で 定 め る 要 件

は 、 次 に 掲 げ る と お り と す る 。  

一  （ 略 ）  

二  当 該 保 育 所 又 は 他 の 施 設 、 保 健 所 及 び 市 町 等 の 栄

養 士 又 は 管 理 栄 養 士 に よ り 、 献 立 等 に つ い て 栄 養 の

観 点 か ら の 指 導 が 受 け ら れ る 体 制 に あ る こ と 等 栄

養 士 又 は 管 理 栄 養 士 に よ る 必 要 な 配 慮 が 行 わ れ る

こ と 。  

三 ～ 五  （ 略 ）  

２  （ 略 ）  

第 二 十 九 条  条 例 第 四 十 四 条 第 一 項 の 規 則 で 定 め る 要 件

は 、 次 に 掲 げ る と お り と す る 。  

一  （ 略 ）  

二  当 該 保 育 所 又 は 他 の 施 設 、 保 健 所 及 び 市 町 等 の 栄

養 士 に よ り 、 献 立 等 に つ い て 栄 養 の 観 点 か ら の 指 導

が 受 け ら れ る 体 制 に あ る こ と 等 栄 養 士 に よ る 必 要

な 配 慮 が 行 わ れ る こ と 。  

 

三 ～ 五  （ 略 ）  

２  （ 略 ）  

 （ 三 重 県 軽 費 老 人 ホ ー ム の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 三 条  三 重 県 軽 費 老 人 ホ ー ム の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 二 十 五 年 三 重 県 規 則 第

五 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 職 員 の 基 準 ）  （ 職 員 の 基 準 ）  

第 四 条  条 例 第 五 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 員 数 は 、

次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各

号 に 定 め る と お り と す る 。  

第 四 条  条 例 第 五 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 員 数 は 、

次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各

号 に 定 め る と お り と す る 。  

一 ～ 三  （ 略 ）  一 ～ 三  （ 略 ）  

四  栄 養 士 又 は 管 理 栄 養 士  一 人 以 上  四  栄 養 士  一 人 以 上  

五 ・ 六  （ 略 ）  五 ・ 六  （ 略 ）  

２ ～ ７  （ 略 ）  ２ ～ ７  （ 略 ）  

８  第 一 項 第 四 号 の 栄 養 士 又 は 管 理 栄 養 士 及 び 同 項 第 五

号 の 事 務 員 の そ れ ぞ れ の う ち 一 人 は 、 常 勤 で な け れ ば

な ら な い 。  

８  第 一 項 第 四 号 の 栄 養 士 及 び 同 項 第 五 号 の 事 務 員 の そ

れ ぞ れ の う ち 一 人 は 、 常 勤 で な け れ ば な ら な い 。  

９  （ 略 ）  ９  （ 略 ）  

附  則  附  則  

１ ・ ２  （ 略 ）  １ ・ ２  （ 略 ）  

３  条 例 附 則 第 十 項 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 員 数 は 、 次 の 各

号 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定

め る と お り と す る 。  

３  条 例 附 則 第 十 項 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 員 数 は 、 次 の 各

号 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定

め る と お り と す る 。  

一 ～ 四  （ 略 ）  一 ～ 四  （ 略 ）  

五  栄 養 士 又 は 管 理 栄 養 士  一 人 以 上  五  栄 養 士  一 人 以 上  

六 ～ 八  （ 略 ）  六 ～ 八  （ 略 ）  
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４ ～ 1
2  （ 略 ）  ４ ～ 1
2  （ 略 ）  

1
3  附 則 第 三 項 第 五 号 の 栄 養 士 又 は 管 理 栄 養 士 は 、 常 勤

の 者 で な け れ ば な ら な い 。  

1
3  附 則 第 三 項 第 五 号 の 栄 養 士 は 、 常 勤 の 者 で な け れ ば

な ら な い 。  

1
4
～ 2
9  （ 略 ）  1
4
～ 2
9  （ 略 ）  

（ 三 重 県 養 護 老 人 ホ ー ム の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 四 条  三 重 県 養 護 老 人 ホ ー ム の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 二 十 五 年 三 重 県 規 則 第

五 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  
改   正   後  改   正   前  

（ 職 員 の 基 準 ）  （ 職 員 の 基 準 ）  

第 四 条  条 例 第 六 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 員 数 は 、

次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各

号 に 定 め る と お り と す る 。  

第 四 条  条 例 第 六 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 員 数 は 、

次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各

号 に 定 め る と お り と す る 。  

一 ～ 五  （ 略 ）  一 ～ 五  （ 略 ）  

六  栄 養 士 又 は 管 理 栄 養 士  一 人 以 上  六  栄 養 士  一 人 以 上  

七  （ 略 ）  七  （ 略 ）  

２ ～ ８  （ 略 ）  ２ ～ ８  （ 略 ）  

（ 三 重 県 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 五 条  三 重 県 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 二 十 五 年 三 重 県 規

則 第 五 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 職 員 の 基 準 ）  （ 職 員 の 基 準 ）  

第 四 条  条 例 第 五 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 員 数 は 、

次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各

号 に 定 め る と お り と す る 。  

第 四 条  条 例 第 五 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 員 数 は 、

次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各

号 に 定 め る と お り と す る 。  

一 ～ 四  （ 略 ）  一 ～ 四  （ 略 ）  

五  栄 養 士 又 は 管 理 栄 養 士  一 人 以 上  五  栄 養 士  一 人 以 上  

六 ・ 七  （ 略 ）  六 ・ 七  （ 略 ）  

２ ～ ７  （ 略 ）  ２ ～ ７  （ 略 ）  

（ 職 員 の 基 準 ）  （ 職 員 の 基 準 ）  

第 三 十 条  条 例 第 三 十 一 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 員

数 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ

当 該 各 号 に 定 め る と お り と す る 。  

第 三 十 条  条 例 第 三 十 一 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 員

数 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ

当 該 各 号 に 定 め る と お り と す る 。  

一 ～ 四  （ 略 ）  一 ～ 四  （ 略 ）  

五  栄 養 士 又 は 管 理 栄 養 士  一 人 以 上  五  栄 養 士  一 人 以 上  

六 ・ 七  （ 略 ）  六 ・ 七  （ 略 ）  

２ ～ 1
0  （ 略 ）  ２ ～ 1
0  （ 略 ）  

（ 三 重 県 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 等 の 事 業 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 六 条  三 重 県 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 等 の 事 業 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 二

十 五 年 三 重 県 規 則 第 五 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 従 業 者 の 基 準 ）  （ 従 業 者 の 基 準 ）  

第 八 十 八 条  短 期 入 所 生 活 介 護 従 業 者 （ 条 例 第 百 三 十 六

条 第 一 項 の 短 期 入 所 生 活 介 護 従 業 者 を い う 。 以 下 こ の

節 に お い て 同 じ 。 ） の 員 数 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 従 業

者 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と お り と

す る 。  

第 八 十 八 条  短 期 入 所 生 活 介 護 従 業 者 （ 条 例 第 百 三 十 六

条 第 一 項 の 短 期 入 所 生 活 介 護 従 業 者 を い う 。 以 下 こ の

節 に お い て 同 じ 。 ） の 員 数 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 従 業

者 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と お り と

す る 。  
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一 ～ 三  （ 略 ）  一 ～ 三  （ 略 ）  

四  栄 養 士 又 は 管 理 栄 養 士  一 以 上  四  栄 養 士  一 以 上  
五 ・ 六  （ 略 ）  五 ・ 六  （ 略 ）  

２ ～ ７  （ 略 ）  ２ ～ ７  （ 略 ）  

（ 従 業 者 の 基 準 ）  （ 従 業 者 の 基 準 ）  

第 百 十 二 条  短 期 入 所 生 活 介 護 従 業 者 （ 条 例 第 百 六 十 二

条 第 一 項 の 短 期 入 所 生 活 介 護 従 業 者 を い う 。 以 下 こ の

節 に お い て 同 じ 。 ） の 員 数 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 従 業

者 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と お り と

す る 。  

第 百 十 二 条  短 期 入 所 生 活 介 護 従 業 者 （ 条 例 第 百 六 十 二

条 第 一 項 の 短 期 入 所 生 活 介 護 従 業 者 を い う 。 以 下 こ の

節 に お い て 同 じ 。 ） の 員 数 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 従 業

者 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と お り と

す る 。  

一 ・ 二  （ 略 ）  一 ・ 二  （ 略 ）  

三  栄 養 士 又 は 管 理 栄 養 士  一 以 上  三  栄 養 士  一 以 上  

四 ・ 五  （ 略 ）  四 ・ 五  （ 略 ）  

２ ～ ４  （ 略 ）  ２ ～ ４  （ 略 ）  

（ 三 重 県 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 の 事 業 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 並 び に 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 に 係 る 介 護 予 防

の た め の 効 果 的 な 支 援 の 方 法 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 七 条  三 重 県 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 の 事 業 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 並 び に 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 に 係 る 介 護

予 防 の た め の 効 果 的 な 支 援 の 方 法 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 二 十 五 年 三 重 県 規 則 第 六 十 三 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 従 業 者 の 基 準 ）  （ 従 業 者 の 基 準 ）  

第 八 十 一 条  指 定 介 護 予 防 短 期 入 所 生 活 介 護 従 業 者 （ 条

例 第 百 十 七 条 第 一 項 の 介 護 予 防 短 期 入 所 生 活 介 護 従

業 者 を い う 。 以 下 こ の 節 に お い て 同 じ 。 ） の 員 数 は 、

次 の 各 号 に 掲 げ る 従 業 者 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該

各 号 に 定 め る と お り と す る 。  

第 八 十 一 条  指 定 介 護 予 防 短 期 入 所 生 活 介 護 従 業 者 （ 条

例 第 百 十 七 条 第 一 項 の 介 護 予 防 短 期 入 所 生 活 介 護 従

業 者 を い う 。 以 下 こ の 節 に お い て 同 じ 。 ） の 員 数 は 、

次 の 各 号 に 掲 げ る 従 業 者 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該

各 号 に 定 め る と お り と す る 。  

一 ～ 三  （ 略 ）  一 ～ 三  （ 略 ）  

四  栄 養 士 又 は 管 理 栄 養 士  一 以 上  四  栄 養 士  一 以 上  

五 ・ 六  （ 略 ）  五 ・ 六  （ 略 ）  

２ ～ ７  （ 略 ）  ２ ～ ７  （ 略 ）  

（ 従 業 者 の 基 準 ）  （ 従 業 者 の 基 準 ）  

第 百 五 条  介 護 予 防 短 期 入 所 生 活 介 護 従 業 者 （ 条 例 第 百

四 十 四 条 第 一 項 の 介 護 予 防 短 期 入 所 生 活 介 護 従 業 者

を い う 。 以 下 こ の 節 に お い て 同 じ 。 ） の 員 数 は 、 次 の

各 号 に 掲 げ る 従 業 者 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号

に 定 め る と お り と す る 。  

第 百 五 条  介 護 予 防 短 期 入 所 生 活 介 護 従 業 者 （ 条 例 第 百

四 十 四 条 第 一 項 の 介 護 予 防 短 期 入 所 生 活 介 護 従 業 者

を い う 。 以 下 こ の 節 に お い て 同 じ 。 ） の 員 数 は 、 次 の

各 号 に 掲 げ る 従 業 者 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号

に 定 め る と お り と す る 。  

一 ・ 二  （ 略 ）  一 ・ 二  （ 略 ）  

三  栄 養 士 又 は 管 理 栄 養 士  一 以 上  三  栄 養 士  一 以 上  

四 ・ 五  （ 略 ）  四 ・ 五  （ 略 ）  

２ ～ ４  （ 略 ）  ２ ～ ４  （ 略 ）  

 （ 三 重 県 指 定 障 害 児 通 所 支 援 の 事 業 等 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ） 

第 八 条  三 重 県 指 定 障 害 児 通 所 支 援 の 事 業 等 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成

二 十 五 年 三 重 県 規 則 第 六 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

第 四 条  （ 略 ）  第 四 条  （ 略 ）  

２  条 例 第 七 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 従 業 者 の 員 数 は 、 次

の 各 号 に 掲 げ る 従 業 者 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め
２  条 例 第 七 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 従 業 者 の 員 数 は 、 次

の 各 号 に 掲 げ る 従 業 者 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め
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る 数 と す る 。  る 数 と す る 。  

一 ・ 二  （ 略 ）  一 ・ 二  （ 略 ）  
三  栄 養 士 又 は 管 理 栄 養 士  一 以 上  三  栄 養 士  一 以 上  

四 ・ 五  （ 略 ）  四 ・ 五  （ 略 ）  

３ ・ ４  （ 略 ）  ３ ・ ４  （ 略 ）  

（ 三 重 県 指 定 障 害 児 入 所 施 設 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 九 条  三 重 県 指 定 障 害 児 入 所 施 設 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 二 十 五 年

三 重 県 規 則 第 六 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

第 三 条  （ 略 ）  第 三 条  （ 略 ）  

２  条 例 第 五 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 従 業 者 の 員 数 は 、 次

の 各 号 に 掲 げ る 従 業 者 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め

る 数 と す る 。  

２  条 例 第 五 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 従 業 者 の 員 数 は 、 次

の 各 号 に 掲 げ る 従 業 者 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め

る 数 と す る 。  

一 ～ 三  （ 略 ）  一 ～ 三  （ 略 ）  

四  栄 養 士 又 は 管 理 栄 養 士  一 以 上  四  栄 養 士  一 以 上  

五 ・ 六  （ 略 ）  五 ・ 六  （ 略 ）  

３  （ 略 ）  ３  （ 略 ）  

（ 三 重 県 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 事 業 等 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改

正 ）  

第 十 条  三 重 県 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 事 業 等 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 （ 平

成 二 十 五 年 三 重 県 規 則 第 六 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 食 事 ）  （ 食 事 ）  

第 五 十 条  （ 略 ）  第 五 十 条  （ 略 ）  

２ ・ ３  （ 略 ）  ２ ・ ３  （ 略 ）  

４  指 定 生 活 介 護 事 業 者 は 、 食 事 の 提 供 を 行 う 場 合 で あ

っ て 、 指 定 生 活 介 護 事 業 所 に 栄 養 士 又 は 管 理 栄 養 士 を

置 か な い と き は 、 献 立 の 内 容 、 栄 養 価 の 算 定 及 び 調 理

の 方 法 に つ い て 保 健 所 等 の 指 導 を 受 け る よ う 努 め な

け れ ば な ら な い 。  

４  指 定 生 活 介 護 事 業 者 は 、 食 事 の 提 供 を 行 う 場 合 で あ

っ て 、 指 定 生 活 介 護 事 業 所 に 栄 養 士 を 置 か な い と き

は 、 献 立 の 内 容 、 栄 養 価 の 算 定 及 び 調 理 の 方 法 に つ い

て 保 健 所 等 の 指 導 を 受 け る よ う 努 め な け れ ば な ら な

い 。  

（ 三 重 県 指 定 障 害 者 支 援 施 設 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 十 一 条  三 重 県 指 定 障 害 者 支 援 施 設 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 二 十 五

年 三 重 県 規 則 第 六 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 食 事 ）  （ 食 事 ）  

第 三 十 一 条  （ 略 ）  第 三 十 一 条  （ 略 ）  

２ ～ ４  （ 略 ）  ２ ～ ４  （ 略 ）  

５  指 定 障 害 者 支 援 施 設 の 設 置 者 は 、 食 事 の 提 供 を 行 う

場 合 で あ っ て 、 指 定 障 害 者 支 援 施 設 等 に 栄 養 士 又 は 管

理 栄 養 士 を 置 か な い と き は 、 献 立 の 内 容 、 栄 養 価 の 算

定 及 び 調 理 の 方 法 に つ い て 保 健 所 等 の 指 導 を 受 け る

よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。  

５  指 定 障 害 者 支 援 施 設 の 設 置 者 は 、 食 事 の 提 供 を 行 う

場 合 で あ っ て 、 指 定 障 害 者 支 援 施 設 等 に 栄 養 士 を 置 か

な い と き は 、 献 立 の 内 容 、 栄 養 価 の 算 定 及 び 調 理 の 方

法 に つ い て 保 健 所 等 の 指 導 を 受 け る よ う 努 め な け れ

ば な ら な い 。  

（ 三 重 県 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 十 二 条  三 重 県 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 二 十 五 年 三 重

県 規 則 第 六 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  
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改   正   後  改   正   前  

（ 食 事 ）  （ 食 事 ）  
第 二 十 五 条  （ 略 ）  第 二 十 五 条  （ 略 ）  

２ ・ ３  （ 略 ）  ２ ・ ３  （ 略 ）  

４  生 活 介 護 事 業 者 は 、 食 事 の 提 供 を 行 う 場 合 で あ っ て 、

生 活 介 護 事 業 所 に 栄 養 士 又 は 管 理 栄 養 士 を 置 か な い

と き は 、 献 立 の 内 容 、 栄 養 価 の 算 定 及 び 調 理 の 方 法 に

つ い て 保 健 所 等 の 指 導 を 受 け る よ う 努 め な け れ ば な

ら な い 。  

４  生 活 介 護 事 業 者 は 、 食 事 の 提 供 を 行 う 場 合 で あ っ て 、

生 活 介 護 事 業 所 に 栄 養 士 を 置 か な い と き は 、 献 立 の 内

容 、 栄 養 価 の 算 定 及 び 調 理 の 方 法 に つ い て 保 健 所 等 の

指 導 を 受 け る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。  

（ 三 重 県 障 害 者 支 援 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 十 三 条  三 重 県 障 害 者 支 援 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 二 十 五 年 三 重 県 規 則

第 七 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 食 事 ）  （ 食 事 ）  

第 二 十 六 条  （ 略 ）  第 二 十 六 条  （ 略 ）  

２ ～ ４  （ 略 ）  ２ ～ ４  （ 略 ）  

５  障 害 者 支 援 施 設 の 設 置 者 は 、 食 事 の 提 供 を 行 う 場 合

で あ っ て 、 障 害 者 支 援 施 設 に 栄 養 士 又 は 管 理 栄 養 士 を

置 か な い と き は 、 献 立 の 内 容 、 栄 養 価 の 算 定 及 び 調 理

の 方 法 に つ い て 保 健 所 等 の 指 導 を 受 け る よ う 努 め な

け れ ば な ら な い 。  

５  障 害 者 支 援 施 設 の 設 置 者 は 、 食 事 の 提 供 を 行 う 場 合

で あ っ て 、 障 害 者 支 援 施 設 に 栄 養 士 を 置 か な い と き

は 、 献 立 の 内 容 、 栄 養 価 の 算 定 及 び 調 理 の 方 法 に つ い

て 保 健 所 等 の 指 導 を 受 け る よ う 努 め な け れ ば な ら な

い 。  

（ 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 の 学 級 の 編 制 、 職 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ） 

第 十 四 条  幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 の 学 級 の 編 制 、 職 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 （ 平

成 二 十 六 年 三 重 県 規 則 第 七 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 設 備 の 基 準 の 特 例 ）  （ 設 備 の 基 準 の 特 例 ）  

第 六 条  条 例 第 三 十 条 第 一 項 の 規 則 で 定 め る 要 件 は 、 次

に 掲 げ る と お り と す る 。  

一  （ 略 ）  

二  当 該 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 又 は 他 の 施 設 、 保 健

所 及 び 市 町 等 の 栄 養 士 又 は 管 理 栄 養 士 に よ り 、 献 立

等 に つ い て 栄 養 の 観 点 か ら の 指 導 が 受 け ら れ る 体

制 に あ る こ と 等 、 栄 養 士 又 は 管 理 栄 養 士 に よ る 必 要

な 配 慮 が 行 わ れ る こ と 。  

三 ～ 五  （ 略 ）  

２  （ 略 ）  

第 六 条  条 例 第 三 十 条 第 一 項 の 規 則 で 定 め る 要 件 は 、 次

に 掲 げ る と お り と す る 。  

一  （ 略 ）  

二  当 該 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 又 は 他 の 施 設 、 保 健

所 及 び 市 町 等 の 栄 養 士 に よ り 、 献 立 等 に つ い て 栄 養

の 観 点 か ら の 指 導 が 受 け ら れ る 体 制 に あ る こ と 等 、

栄 養 士 に よ る 必 要 な 配 慮 が 行 わ れ る こ と 。  

 

三 ～ 五  （ 略 ）  

２  （ 略 ）  

附  則  

こ の 規 則 は 、 令 和 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 

三 重 県 飲 酒 運 転 〇
ゼ ロ

を め ざ す 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 七 年 三 月 二 十 一 日  

                        三  重  県  知 事   一   見   勝   之    

三 重 県 規 則 第 十 五 号  

三 重 県 飲 酒 運 転 〇
ゼ ロ

を め ざ す 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

三 重 県 飲 酒 運 転 〇
ゼ ロ

を め ざ す 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 二 十 五 年 三 重 県 規 則 第 八 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 一 号 様 式 か ら 第 三 号 様 式 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。  
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第 1 号様式（第 2 条関係） 

  年  月  日 

 

アルコール依存症に関する受診結果報告書 

 

 三 重 県 知 事  宛て 

 

                  住 所 

                  

                  氏 名            

 

                  連絡先 

 

 三重県飲酒運転〇
ｾ ﾞ ﾛ

をめざす条例（平成 25年三重県条例第 70号）第 9条第 1項の

規定により、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

私は、この度、次の医療機関でアルコール依存症に関する診断を受けました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受付印 

 

 

 

 

整理番号 

 

受 診 年 月 日        年   月   日 

 

医 療 機 関 名 

 

 

 

（規格Ａ4）  
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第 2 号様式（第 3 条関係） 

第    号   

  年  月  日                                           

                         

アルコール依存症受診に関する通知書 

 

 住 所 

  

 氏 名              様 

 

           三 重 県 知 事           □印    

 

三重県飲酒運転〇
ｾ ﾞ ﾛ

をめざす条例（平成 25年三重県条例第 70号）第 9条第 2項

の規定により、次に掲げる期限までに指定医療機関でアルコール依存症に関する

診断を受け、当該診断を受けた旨を別紙（第 1号様式）により報告するよう通知

します。 

飲酒運転違反年月日       年   月   日 

飲酒運転違反場所   

受診及び報告の期限       年   月   日   

知事が指定する医療機関 別添指定医療機関一覧のとおり 

備    考  

【備考】既に医療機関においてアルコール依存症と診断されている方は、その旨

報告してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              （規格Ａ4） 

※三重県飲酒運転〇（ゼロ）をめざす条例（抜粋） 

第九条 県内外において道路交通法第百十七条の二第一項第一号又は同法第百十七条の二の二第一項第三号

の違反行為をした県民（以下この条において「飲酒運転違反者」という。）は、知事が指定する医療機関に

おいて、アルコール依存症に関する診断を受け、知事に対し、当該診断を受けた旨を報告しなければならな

い。ただし、既にアルコール依存症と診断されている者その他の三重県規則で定める者については、この限

りでない。 

２ 知事は、三重県規則で定めるところにより、飲酒運転違反者に対し、前項に規定する受診及び報告を行う

べき旨並びに当該受診及び当該報告の期限を通知するものとする。 
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第 3 号様式（第 4 条関係） 

第    号 

  年  月  日 

アルコール依存症受診に関する勧告書 

 住 所 

  

 氏 名              様 

 

三 重 県 知 事           □印    

 

三重県飲酒運転〇
ｾ ﾞ ﾛ

をめざす条例（平成 25年三重県条例第 70号）第 9条第 2項

の規定により、    年  月  日付け  第   号であなたに対して期

限までに指定医療機関でアルコール依存症に関する診断を受け、当該診断を受け

た旨を報告するよう通知しましたが、    年  月  日においてまだ報告

を受けていません。 

 同条例第 9条第 3項により、直ちにアルコール依存症に関する診断を受け、当

該診断を受けた旨を報告するよう、勧告します。 

飲酒運転違反年月日      年   月   日 

飲酒運転違反場所  

知事が指定する医療機関 別添指定医療機関一覧のとおり 

備    考  

【備考】既に医療機関においてアルコール依存症と診断されている方は、その旨

報告してください。 

 

 

 

 

 

 

 

     (規格Ａ4） 

※三重県飲酒運転〇（ゼロ）をめざす条例（抜粋） 

第九条 県内外において道路交通法第百十七条の二第一項第一号又は同法第百十七条の二の二第一項第三号

の違反行為をした県民（以下この条において「飲酒運転違反者」という。）は、知事が指定する医療機関に

おいて、アルコール依存症に関する診断を受け、知事に対し、当該診断を受けた旨を報告しなければならな

い。ただし、既にアルコール依存症と診断されている者その他の三重県規則で定める者については、この限

りでない。 

２ 知事は、三重県規則で定めるところにより、飲酒運転違反者に対し、前項に規定する受診及び報告を行う

べき旨並びに当該受診及び当該報告の期限を通知するものとする。 

３ 知事は、前項に規定する通知を受けた飲酒運転違反者が同項に規定する報告の期限までに第一項に規定す

る報告をしないときは、当該飲酒運転違反者に対し、同項に規定する受診及び報告を行うよう勧告をするこ

とができる。 
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   附  則  

１  こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  
２  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 交 付 さ れ て い る こ の 規 則 に よ る 改 正 前 の 様 式 に よ る 書 類 は 、 こ の 規 則 に よ る 改 正 後

の 様 式 に よ る も の と み な す 。  

 

 

議 会 規 則 

 

 三 重 県 議 会 会 議 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

  令 和 七 年 三 月 二 十 一 日  

                        三  重  県  議 会  議  長   稲   垣   昭   義    

三 重 県 議 会 規 則 第 二 号  

   三 重 県 議 会 会 議 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 三 重 県 議 会 会 議 規 則 （ 昭 和 三 十 一 年 三 重 県 議 会 規 則 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

目 次  目 次  

第 一 章 ・ 第 二 章  （ 略 ）  第 一 章 ・ 第 二 章  （ 略 ）  

第 三 章  議 事 日 程 （ 第 十 七 条 ― 第 十 八 条 の 二 ）  第 三 章  議 事 日 程 （ 第 十 七 条 ― 第 十 八 条 の 二 ）  

第 十 七 条  （ 日 程 の 作 成 及 び 配 付 等 ）  第 十 七 条  （ 日 程 の 作 成 及 び 配 付 ）  

第 十 八 条 ・ 第 十 八 条 の 二  （ 略 ）  第 十 八 条 ・ 第 十 八 条 の 二  （ 略 ）  

第 四 章 ～ 第 八 章  （ 略 ）  第 四 章 ～ 第 八 章  （ 略 ）  

第 九 章  請 願 （ 第 六 十 七 条 ― 第 七 十 二 条 ）  第 九 章  請 願 （ 第 六 十 七 条 ― 第 七 十 二 条 ）  

第 六 十 七 条  （ 請 願 の 方 法 等 ）   

第 六 十 七 条 の 二  （ 請 願 書 の 提 出 ）  第 六 十 七 条  （ 請 願 書 の 記 載 事 項 ）  

第 六 十 七 条 の 三  （ 電 子 情 報 処 理 組 織 に よ る

請 願 ）  

 

第 六 十 七 条 の 四  （ 請 願 の 紹 介 の 取 消 し ）  第 六 十 七 条 の 二  （ 請 願 の 紹 介 の 取 消 し ）  

第 六 十 八 条 ～ 第 七 十 一 条  （ 略 ）  第 六 十 八 条 ～ 第 七 十 一 条  （ 略 ）  

第 七 十 二 条  （ 陳 情 の 処 理 ）  第 七 十 二 条  （ 陳 情 書 の 処 理 ）  

第 十 章  公 聴 会 及 び 参 考 人 （ 第 七 十 三 条 ― 第 八

十 条 ）  

第 十 章  公 聴 会 及 び 参 考 人 （ 第 七 十 三 条 ― 第 八

十 条 ）  

第 七 十 三 条 ～ 第 七 十 七 条  （ 略 ）  第 七 十 三 条 ～ 第 七 十 七 条  （ 略 ）  

第 七 十 八 条  （ 代 理 人 又 は 文 書 等 に よ る 意 見

の 陳 述 ）  

第 七 十 八 条  （ 代 理 人 又 は 文 書 に よ る 意 見 の

陳 述 ）  

第 七 十 九 条 ・ 第 八 十 条  （ 略 ）  第 七 十 九 条 ・ 第 八 十 条  （ 略 ）  

第 十 一 章 ～ 第 十 四 章  （ 略 ）  第 十 一 章 ～ 第 十 四 章  （ 略 ）  

第 十 五 章  会 議 録 （ 第 九 十 九 条 ― 第 百 二 条 ）  第 十 五 章  会 議 録 （ 第 九 十 九 条 ― 第 百 二 条 ）  

第 九 十 九 条  （ 略 ）  第 九 十 九 条  （ 略 ）  

第 百 条  （ 会 議 録 の 配 付 等 ）  第 百 条  （ 会 議 録 の 配 付 ）  

第 百 一 条 ・ 第 百 二 条  （ 略 ）  第 百 一 条 ・ 第 百 二 条  （ 略 ）  

第 十 六 章 ～ 第 十 八 章  （ 略 ）  第 十 六 章 ～ 第 十 八 章  （ 略 ）  

附 則  附 則  

（ 会 議 時 間 ）  （ 会 議 時 間 ）  

第 五 条  会 議 時 間 は 、 午 前 十 時 か ら 午 後 五 時 ま で

と す る 。  

第 五 条  会 議 時 間 は 、 午 前 十 時 か ら 午 後 五 時 ま で

と す る 。 た だ し 、 議 決 が あ っ た と き 又 は 議 長 が

必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 繰 上 げ 又 は 延 長 す  
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２  議 長 は 、 必 要 が あ る と 認 め る 場 合 は 、 会 議 に

宣 告 す る こ と に よ り 、 会 議 時 間 を 繰 り 上 げ 、 又

は 延 長 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 異 議 が あ る

と き は 、 討 論 を 用 い な い で 会 議 に 諮 っ て 決 め る 。 

 る こ と が で き る 。  

２  会 議 時 間 の 繰 上 げ 又 は 延 長 の 動 議 に つ い て

は 、 議 長 は 、 討 論 を 用 い な い で 会 議 に 諮 っ て 決

め る 。  

３  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 議 長 は 、 会 議 中 で

な い 場 合 で あ っ て 緊 急 を 要 す る と き そ の 他 の 特

に 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 議 員 に 通 知 す る

こ と に よ り 、 会 議 時 間 を 繰 り 上 げ 、 又 は 延 長 す

る こ と が で き る 。  

 

４  （ 略 ）  ３  （ 略 ）  

（ 議 案 の 提 出 ）  （ 議 案 の 提 出 ）  

第 十 一 条  （ 略 ）  第 十 一 条  （ 略 ）  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

３  議 長 は 、 前 二 項 の 議 案 の 提 出 を 受 け た と き は 、

こ れ を 印 刷 し て 議 員 に 配 付 し 、 又 は 当 該 議 案 に

記 載 さ れ た 事 項 を 記 録 し た 電 磁 的 記 録 （ 電 子 的

方 式 、 磁 気 的 方 式 そ の 他 人 の 知 覚 に よ っ て は 認

識 す る こ と が で き な い 方 式 で 作 ら れ た 記 録 で あ

っ て 、 電 子 計 算 機 に よ る 情 報 処 理 の 用 に 供 さ れ

る も の を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 議 員 に 提 供 し な

け れ ば な ら な い 。  

３  議 長 は 、 前 二 項 の 議 案 の 提 出 を 受 け た と き は 、

こ れ を 印 刷 し て 議 員 に 配 付 し な け れ ば な ら な

い 。  

（ 日 程 の 作 成 及 び 配 付 等 ）  （ 日 程 の 作 成 及 び 配 付 ）  

第 十 七 条  議 長 は 、 議 事 日 程 を 作 成 し て 、 あ ら か

じ め 議 員 に こ れ を 配 付 し 、 又 は 当 該 議 事 日 程 に

記 載 さ れ た 事 項 を 記 録 し た 電 磁 的 記 録 を 提 供 す

る 。  

第 十 七 条  議 長 は 、 議 事 日 程 を 作 成 し 、 あ ら か じ

め 議 員 に 配 付 す る 。  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

３  議 長 は 、 前 項 の 事 項 を 議 場 で 宣 告 し 、 議 事 日

程 の 配 付 又 は こ れ に 記 載 す べ き 事 項 を 記 録 し た

電 磁 的 記 録 の 提 供 に 代 え る こ と が で き る 。  

３  議 長 は 、 前 項 の 事 項 を 議 場 で 宣 告 し 、 日 程 の

配 付 に 代 え る こ と が で き る 。  

（ 委 員 長 及 び 少 数 意 見 の 報 告 ）  （ 委 員 長 及 び 少 数 意 見 の 報 告 ）  

第 三 十 一 条  委 員 会 の 審 査 又 は 調 査 し た 事 件 が 議

題 と な っ た と き は 、 委 員 長 が そ の 経 過 及 び 結 果

を 報 告 す る 。  

第 三 十 一 条  委 員 会 の 審 査 又 は 調 査 し た 事 件 が 議

題 と な っ た と き は 、 委 員 長 が そ の 経 過 及 び 結 果

を 報 告 を す る 。  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

３  前 二 項 の 報 告 は 、 議 長 に お い て 委 員 会 の 報 告

書 若 し く は 少 数 意 見 報 告 書 を 配 付 し 、 若 し く は

当 該 報 告 書 に 記 載 さ れ た 事 項 を 記 録 し た 電 磁 的

記 録 を 提 供 し 、 又 は そ の 要 旨 を 朗 読 し た と き は 、

省 略 す る こ と が で き る 。  

３  前 二 項 の 報 告 は 、 議 長 に お い て 委 員 会 の 報 告

書 若 し く は 少 数 意 見 報 告 書 を 配 付 し 、 又 は そ の

要 旨 を 朗 読 し た と き は 、 省 略 す る こ と が で き る 。 

４  （ 略 ）  ４  （ 略 ）  

（ 発 言 の 通 告 ）  （ 発 言 の 通 告 ）  

第 三 十 九 条  会 議 に お い て 発 言 し よ う と す る 者

は 、 あ ら か じ め 議 長 に 発 言 通 告 書 又 は こ れ に 記

載 す べ き 事 項 を 記 録 し た 電 磁 的 記 録 で 通 告 し な

け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 議 事 進 行 に 関 す る 発

言 、 一 身 上 の 弁 明 そ の 他 緊 急 を 要 す る 場 合 及 び

発 言 を 通 告 し た 者 が 全 て 発 言 を 終 わ っ た 場 合

は 、 こ の 限 り で な い 。  

第 三 十 九 条  会 議 に お い て 発 言 し よ う と す る 者

は 、 あ ら か じ め 議 長 に 発 言 通 告 書 を 提 出 し な け

れ ば な ら な い 。 た だ し 、 議 事 進 行 に 関 す る 発 言 、

一 身 上 の 弁 明 そ の 他 緊 急 を 要 す る 場 合 及 び 発 言

を 通 告 し た 者 が 全 て 発 言 を 終 わ っ た 場 合 は 、 こ

の 限 り で な い 。  
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２ ～ ４  （ 略 ）  ２ ～ ４  （ 略 ）  

（ 質 問 ）  （ 質 問 ）  
第 四 十 二 条 の 二  （ 略 ）  第 四 十 二 条 の 二  （ 略 ）  

２  質 問 者 は 、 議 長 の 定 め た 期 間 内 に 、 議 長 に そ

の 要 旨 を 文 書 又 は 電 磁 的 記 録 で 通 告 し な け れ ば

な ら な い 。  

２  質 問 者 は 、 議 長 の 定 め た 期 間 内 に 、 議 長 に そ

の 要 旨 を 文 書 で 通 告 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 表 決 の 順 序 処 理 ）  （ 表 決 の 順 序 処 理 ）  

第 六 十 六 条  （ 略 ）  第 六 十 六 条  （ 略 ）  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

３  同 一 の 議 題 に つ い て 、 議 員 か ら 数 個 の 修 正 案

が 提 出 さ れ た と き は 、 議 長 が 表 決 の 順 序 を 定 め

る 。 そ の 順 序 は 、 原 案 に 最 も 遠 い も の か ら 先 に

表 決 を 採 る 。 た だ し 、 表 決 の 順 序 に つ い て 異 議

が あ る と き は 、 議 長 は 、 討 論 を 用 い な い で 会 議

に 諮 っ て 決 め る 。  

３  同 一 の 議 題 に つ い て 、 議 員 か ら 数 個 の 修 正 案

が 提 出 さ れ た と き は 、 議 長 が 表 決 の 順 序 を 定 め

る 。 そ の 順 序 は 、 原 案 に 最 も 遠 い も の か ら 先 に

表 決 を 採 る 。 た だ し 、 表 決 の 順 序 に つ い て 出 席

議 員 三 人 以 上 か ら 異 議 が あ る と き は 、 議 長 は 、

討 論 を 用 い な い で 会 議 に 諮 っ て 決 め る 。  

４ ・ ５  （ 略 ）  ４ ・ ５  （ 略 ）  

第 九 章  請 願  第 九 章  請 願  

（ 請 願 の 方 法 等 ）   

第 六 十 七 条  請 願 は 、 次 の 方 法 に よ り す る こ と が

で き る 。  

 

一  請 願 書 を 提 出 す る 方 法   

二  法 第 百 三 十 八 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ り 、

議 長 が 定 め る 電 子 情 報 処 理 組 織 （ 議 長 の 使 用

に 係 る 電 子 計 算 機 （ 同 項 に 規 定 す る 電 子 計 算

機 を い う 。 以 下 こ の 号 並 び に 第 六 十 七 条 の 三

第 一 項 及 び 第 三 項 に お い て 同 じ 。 ） と 請 願 し

よ う と す る 者 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 と を 電

気 通 信 回 線 で 接 続 し た 電 子 情 報 処 理 組 織 を い

う 。 ） を 使 用 す る 方 法  

 

２  請 願 は 、 平 穏 に し な け れ ば な ら な い 。   

（ 請 願 書 の 提 出 ）  （ 請 願 書 の 記 載 事 項 ）  

第 六 十 七 条 の 二  前 条 第 一 項 第 一 号 の 方 法 に よ り

請 願 し よ う と す る 者 は 、 邦 文 を 用 い 、 請 願 の 趣

旨 及 び 年 月 日 並 び に 当 該 請 願 し よ う と す る 者 の

住 所 及 び 氏 名 （ 法 人 そ の 他 の 団 体 に あ っ て は 、

そ の 所 在 地 、 名 称 及 び 代 表 者 の 氏 名 ） を 記 載 し

た 請 願 書 を 議 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

第 六 十 七 条  請 願 書 は 、 邦 文 を 用 い 、 請 願 の 趣 旨 、

提 出 年 月 日 並 び に 請 願 者 の 住 所 及 び 氏 名 （ 法 人

そ の 他 の 団 体 に あ っ て は 、 そ の 所 在 地 、 名 称 及

び 代 表 者 の 氏 名 ） を 記 載 し 、 請 願 者 （ 法 人 そ の

他 の 団 体 に あ っ て は 、 そ の 代 表 者 ） が 署 名 又 は

記 名 押 印 の 上 、 議 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

２  前 項 の 場 合 に お い て 、 当 該 請 願 を 紹 介 す る 議

員 は 、 当 該 請 願 書 に 署 名 し 、 又 は 記 名 押 印 し な

け れ ば な ら な い 。  

２  請 願 書 に は 、 紹 介 議 員 の 署 名 又 は 記 名 押 印 が

な け れ ば な ら な い 。  

 ３  請 願 書 の 提 出 の 手 続 は 、 平 穏 に し な け れ ば な

ら な い 。  

（ 電 子 情 報 処 理 組 織 に よ る 請 願 ）   

第 六 十 七 条 の 三  第 六 十 七 条 第 一 項 第 二 号 の 方 法 に よ り

請 願 し よ う と す る 者 は 、 議 長 の 定 め る と こ ろ に よ り 、

議 長 の 指 定 す る 電 子 計 算 機 に 備 え ら れ た フ ァ イ ル に

記 録 す べ き 事 項 又 は 前 条 第 一 項 に 規 定 す る 請 願 書 に

記 載 す べ き こ と と さ れ て い る 事 項 を 、 当 該 請 願 し よ う

と す る 者 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 か ら 入 力 し て 、 議 長

の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 に 送 信 し な け れ ば な ら な い 。  
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２  前 項 の 規 定 に よ り 請 願 し よ う と す る 者 は 、 議 長 の 指

定 す る 方 法 に よ り 当 該 請 願 者 を 確 認 す る た め の 措 置

を 講 じ な け れ ば な ら な い 。  

 

３  第 一 項 の 規 定 に よ り さ れ た 請 願 が 同 項 に 規 定 す る 議

長 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 に 備 え ら れ た フ ァ イ ル に

記 録 さ れ た と き は 、 議 長 は 、 当 該 フ ァ イ ル に 記 録 さ れ

た 情 報 の 内 容 を 書 面 に 出 力 し な け れ ば な ら な い 。  

 

４  第 一 項 の 場 合 に お い て 、 当 該 請 願 を 紹 介 す る 議 員 は 、

前 項 に 規 定 す る 書 面 に 署 名 し 、 又 は 記 名 押 印 し な け れ

ば な ら な い 。  

 

第 六 十 七 条 の 四  （ 略 ）  第 六 十 七 条 の 二  （ 略 ）  

（ 請 願 文 書 表 ）  （ 請 願 文 書 表 ）  

第 六 十 八 条  議 長 は 、 請 願 文 書 表 を 作 成 し て 、 議

員 に こ れ を 配 付 し 、 又 は 当 該 請 願 文 書 表 に 記 載

さ れ た 事 項 を 記 録 し た 電 磁 的 記 録 を 提 供 す る 。  

第 六 十 八 条  議 長 は 、 請 願 文 書 表 を 作 成 し 、 議 員

に 配 付 す る 。  

２ ・ ３  （ 略 ）  ２ ・ ３  （ 略 ）  

（ 請 願 の 委 員 会 付 託 ）  （ 請 願 の 委 員 会 付 託 ）  

第 六 十 九 条  議 長 は 、 前 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 配

付 又 は 提 供 と と も に 、 請 願 を 所 管 の 常 任 委 員 会

又 は 議 会 運 営 委 員 会 に 付 託 す る 。 た だ し 、 常 任

委 員 会 に 係 る 請 願 は 、 議 会 の 議 決 で 特 別 委 員 会

に 付 託 す る こ と が で き る 。  

第 六 十 九 条  議 長 は 、 請 願 文 書 表 の 配 付 と と も に 、

請 願 を 所 管 の 常 任 委 員 会 又 は 議 会 運 営 委 員 会 に

付 託 す る 。 た だ し 、 常 任 委 員 会 に 係 る 請 願 は 、

議 会 の 議 決 で 特 別 委 員 会 に 付 託 す る こ と が で き

る 。  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

３  請 願 の 内 容 が 二 以 上 の 委 員 会 の 所 管 に 属 す る

場 合 は 、 二 以 上 の 請 願 が さ れ た も の と み な し 、

そ れ ぞ れ の 委 員 会 に 付 託 す る 。  

３  請 願 の 内 容 が 二 以 上 の 委 員 会 の 所 管 に 属 す る

場 合 は 、 二 以 上 の 請 願 が 提 出 さ れ た も の と み な

し 、 そ れ ぞ れ の 委 員 会 に 付 託 す る 。  

（ 陳 情 の 処 理 ）  （ 陳 情 書 の 処 理 ）  

第 七 十 二 条  陳 情 又 は こ れ に 類 す る も の で 、 議 長

が 必 要 が あ る と 認 め る も の は 、 請 願 の 例 に よ り

処 理 す る も の と す る 。  

第 七 十 二 条  陳 情 書 又 は こ れ に 類 す る も の で 、 議

長 が 必 要 が あ る と 認 め る も の は 、 請 願 書 の 例 に

よ り 処 理 す る も の と す る 。  

（ 意 見 を 述 べ よ う と す る 者 の 申 出 ）  （ 意 見 を 述 べ よ う と す る 者 の 申 出 ）  

第 七 十 四 条  公 聴 会 に 出 席 し て 意 見 を 述 べ よ う と

す る 者 は 、 文 書 又 は 電 磁 的 記 録 で あ ら か じ め そ

の 理 由 の 概 要 及 び 案 件 に 対 す る 賛 否 を 、 議 長 に

申 し 出 な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 案 件 に 対 す

る 賛 否 を 求 め な い 案 件 に あ っ て は 、 賛 否 に 代 え 、

意 見 の 概 要 を 申 し 出 な け れ ば な ら な い 。  

第 七 十 四 条  公 聴 会 に 出 席 し て 意 見 を 述 べ よ う と

す る 者 は 、 文 書 で あ ら か じ め そ の 理 由 の 概 要 及

び 案 件 に 対 す る 賛 否 を 、 議 長 に 申 し 出 な け れ ば

な ら な い 。 た だ し 、 案 件 に 対 す る 賛 否 を 求 め な

い 案 件 に あ っ て は 、 賛 否 に 代 え 、 意 見 の 概 要 を

申 し 出 な け れ ば な ら な い 。  

（ 代 理 人 又 は 文 書 等 に よ る 意 見 の 陳 述 ）  （ 代 理 人 又 は 文 書 に よ る 意 見 の 陳 述 ）  

第 七 十 八 条  公 述 人 は 、 代 理 人 に 意 見 を 述 べ さ せ 、

又 は 文 書 若 し く は 電 磁 的 記 録 で 意 見 を 提 示 す る

こ と が で き な い 。 た だ し 、 議 長 が 特 に 許 可 し た

場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

第 七 十 八 条  公 述 人 は 、 代 理 人 に 意 見 を 述 べ さ せ 、

又 は 文 書 で 意 見 を 提 出 す る こ と が で き な い 。 た

だ し 、 議 長 が 特 に 許 可 し た 場 合 は 、 こ の 限 り で

な い 。  

（ 会 議 録 の 配 付 等 ）  （ 会 議 録 の 配 付 等 ）  

第 百 条  会 議 録 は 、 印 刷 し 、 又 は 当 該 会 議 録 に 記

載 さ れ た 事 項 を 記 録 し た 電 磁 的 記 録 を 作 成 し

て 、 議 員 及 び 関 係 機 関 に 配 付 し 、 又 は 提 供 す る 。 

第 百 条  会 議 録 は 、 印 刷 し 、 又 は 当 該 会 議 録 に 記

載 さ れ た 事 項 を 記 録 し た 電 磁 的 記 録 （ 電 子 的 方

式 、 磁 気 的 方 式 そ の 他 人 の 知 覚 に よ っ て は 認 識

す る こ と が で き な い 方 式 で 作 ら れ た 記 録 で あ っ

て 、 電 子 計 算 機 に よ る 情 報 処 理 の 用 に 供 さ れ る

も の を い う 。 ） を 作 成 し て 、 議 員 及 び 関 係 機 関

に 配 付 し 、 又 は 提 供 す る 。  
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   附  則  

 こ の 規 則 は 、 令 和 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

企業庁管理規程 

 

三 重 県 企 業 庁 職 員 服 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

  令 和 七 年 三 月 二 十 一 日  

三 重 県 企 業 庁 長   河   北   智   之    

三 重 県 企 業 庁 管 理 規 程 第 五 号  

   三 重 県 企 業 庁 職 員 服 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程  

三 重 県 企 業 庁 職 員 服 務 規 程 （ 昭 和 四 十 九 年 三 重 県 企 業 庁 管 理 規 程 第 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 育 児 又 は 介 護 を 行 う 職 員 の 時 間 外 勤 務 の 免 除 ）  （ 育 児 又 は 介 護 を 行 う 職 員 の 時 間 外 勤 務 の 免 除 ）  

第 七 条 の 三  庁 長 は 、 小 学 校 就 学 の 始 期 に 達 す る ま で の

子 の あ る 職 員 が 、 勤 務 時 間 条 例 の 適 用 を 受 け る 職 員 の

例 に よ り 、 当 該 子 を 養 育 す る た め に 請 求 し た 場 合 に

は 、 当 該 請 求 を し た 職 員 の 業 務 を 処 理 す る た め の 措 置

を 講 じ る こ と が 著 し く 困 難 で あ る 場 合 を 除 き 、 正 規 の

勤 務 時 間 以 外 の 時 間 に 勤 務 を さ せ て は な ら な い 。  

第 七 条 の 三  庁 長 は 、 三 歳 に 満 た な い 子 の あ る 職 員 が 、

勤 務 時 間 条 例 の 適 用 を 受 け る 職 員 の 例 に よ り 、 当 該 子

を 養 育 す る た め に 請 求 し た 場 合 に は 、 当 該 請 求 を し た

職 員 の 業 務 を 処 理 す る た め の 措 置 を 講 じ る こ と が 著 し

く 困 難 で あ る 場 合 を 除 き 、 正 規 の 勤 務 時 間 以 外 の 時 間

に 勤 務 を さ せ て は な ら な い 。  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

第 十 六 条 の 七  （ 略 ）  第 十 六 条 の 七  （ 略 ）  

 （ 配 偶 者 等 が 介 護 を 必 要 と す る 状 況 に 至 っ た 職 員 に 対

す る 意 向 確 認 等 ）  

 

第 十 六 条 の 八  庁 長 は 、 職 員 が 配 偶 者 （ 届 出 を し な い が

事 実 上 婚 姻 関 係 と 同 様 の 事 情 に あ る 者 を 含 む 。 以 下 こ

の 項 に お い て 同 じ 。 ） 、 父 母 、 子 、 配 偶 者 の 父 母 そ の

他 第 十 六 条 の 三 第 二 項 に 規 定 す る 者 が 当 該 職 員 の 介

護 を 必 要 と す る 状 況 に 至 っ た こ と を 申 し 出 た と き は 、

当 該 職 員 に 対 し て 、 仕 事 と 介 護 と の 両 立 に 資 す る 制 度

又 は 措 置 （ 以 下 こ の 条 及 び 次 条 に お い て 「 介 護 両 立 支

援 制 度 等 」 と い う 。 ） そ の 他 の 事 項 を 知 ら せ る と と も

に 、 介 護 両 立 支 援 制 度 等 の 申 告 、 請 求 又 は 申 出 （ 次 条

に お い て 「 請 求 等 」 と い う 。 ） に 係 る 当 該 職 員 の 意 向

を 確 認 す る た め の 面 談 そ の 他 の 措 置 を 講 じ な け れ ば

な ら な い 。  

 

２  庁 長 は 、 職 員 に 対 し て 、 当 該 職 員 が 四 十 歳 に 達 し た

日 の 属 す る 年 度 （ 四 月 一 日 か ら 翌 年 の 三 月 三 十 一 日 ま

で を い う 。 ） に お い て 、 前 項 に 規 定 す る 事 項 を 知 ら せ

な け れ ば な ら な い 。  

 

 （ 勤 務 環 境 の 整 備 に 関 す る 措 置 ）   

第 十 六 条 の 九  庁 長 は 、 介 護 両 立 支 援 制 度 等 の 請 求 等 が

円 滑 に 行 わ れ る よ う に す る た め 、 次 に 掲 げ る 措 置 を 講

じ な け れ ば な ら な い 。  

 

 一  職 員 に 対 す る 介 護 両 立 支 援 制 度 等 に 係 る 研 修 の 実

施  

 

二  介 護 両 立 支 援 制 度 等 に 関 す る 相 談 体 制 の 整 備   
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三  そ の 他 介 護 両 立 支 援 制 度 等 に 係 る 勤 務 環 境 の 整

備 に 関 す る 措 置  

 

附  則  

１  こ の 管 理 規 程 は 、 令 和 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 項 の 規 定 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

２  こ の 管 理 規 程 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） 以 後 の 日 を 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 規 則 （ 三 重

県 人 事 委 員 会 規 則 一 三 ― 二 ） 第 六 条 の 七 第 一 項 に 規 定 す る 時 間 外 勤 務 制 限 開 始 日 と す る 改 正 後 の 第 七 条 の 三 第

一 項 の 規 定 に よ る 請 求 （ 三 歳 か ら 小 学 校 就 学 の 始 期 に 達 す る ま で の 子 を 養 育 す る た め に 行 う も の に 限 る 。 ） を 行

お う と す る 職 員 は 、 施 行 日 前 に お い て も 、 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 七 年 三 重 県 条 例 第 一 号 ）

の 適 用 を 受 け る 職 員 の 例 に よ り 、 当 該 請 求 を 行 う こ と が で き る 。  

 

三 重 県 企 業 庁 会 計 年 度 任 用 職 員 の 任 用 、 勤 務 条 件 及 び 身 分 取 扱 い に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程 を こ

こ に 公 布 し ま す 。  

  令 和 七 年 三 月 二 十 一 日  

三 重 県 企 業 庁 長   河   北   智   之    

三 重 県 企 業 庁 管 理 規 程 第 六 号  

   三 重 県 企 業 庁 会 計 年 度 任 用 職 員 の 任 用 、 勤 務 条 件 及 び 身 分 取 扱 い に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程  

三 重 県 企 業 庁 会 計 年 度 任 用 職 員 の 任 用 、 勤 務 条 件 及 び 身 分 取 扱 い に 関 す る 規 程 （ 令 和 二 年 三 重 県 企 業 庁 管 理 規

程 第 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

別表第 5（第 11 条関係） 別表第 5（第 11 条関係） 

 区分 事由 期間   区分 事由 期間  

 （略） （略） （略）   （略） （略） （略）  

 育児参加休暇 （略） （略）   育児参加休暇 （略） （略）  

 

私傷病 会計年度任用職員（庁長

が別に定める者に限

る。）が負傷又は疾病の

ため療養する必要があ

り、その勤務しないこと

がやむを得ないと認め

られる場合 

一の年度にお

いて庁長が別

に定める期間 

  

   

 

別表第 6（第 11 条関係） 別表第 6（第 11 条関係） 

 区分 事由 期間   区分 事由 期間  

 （略） （略） （略）   （略） （略） （略）  

 

子の看護等 9 歳に達する日以後の最

初の 3 月 31 日までの間

にある子（配偶者の子を

含む。以下この項におい

て同じ。）を養育する会

計年度任用職員（庁長が

別に定める者に限る。）

が、その子の看護等（負

傷し、若しくは疾病にか

かったその子の世話、疾

病の予防を図るために

必要なものとして庁長

が定めるその子の世話

若しくは学校保健安全 

一の年度にお

いて 5 日（その

養育する 9 歳

に達する日以

後の最初の 3

月 31 日までの

間にある子が 2

人以上の場合

にあっては、10

日）（勤務日ご

との勤務時間

の時間数が同

一でない会計

年度任用職員 

  

子の看護 小学校就学の始期に達

するまでの子（配偶者の

子を含む。以下この項に

おいて同じ。）を養育す

る会計年度任用職員（庁

長が別に定める者に限

る。）が、その子の看護

（負傷し、若しくは疾病

にかかったその子の世

話又は疾病の予防を図

るために必要なものと

して庁長の定めるその

子の世話を行うことを

いう。）のため勤務しな 

一の年度にお

いて 5 日（その

養育する小学

校就学の始期

に達するまで

の子が 2 人以

上の場合にあ

っては、10 日）

（勤務日ごと

の勤務時間の

時間数が同一

でない会計年

度任用職員に

あっては、その 
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 法（昭和 33 年法律第 56

号）第 20 条の規定によ

る学校の休業その他こ

れに準ずるものとして

庁長が定める事由に伴

うその子の世話を行う

こと又はその子の教育

若しくは保育に係る行

事のうち庁長が定める

ものへの参加をするこ

とをいう。）のため勤務

しないことが相当であ

ると認められる場合 

にあっては、そ

の者の勤務時

間を考慮し、庁

長が別に定め

る時間）の範囲

内の期間 

  

 いことが相当であると

認められる場合 

者の勤務時間

を考慮し、庁長

が別に定める

時間）の範囲内

の期間 

 

 （略） （略） （略）   （略） （略） （略）  

 公務上の傷病 （略） （略）   公務上の傷病 （略） （略）  

      

私傷病 会計年度任用職員（庁長

が別に定める者に限

る。）が負傷又は疾病の

ため療養する必要があ

り、その勤務しないこと

がやむを得ないと認め

られる場合（「生理日の

就業困難」、「妊産疾病」

及び「公務上の傷病」に

掲げる場合を除く。）  

一の年度にお

いて庁長が別

に定める期間 

 

 （略） （略） （略）   （略） （略） （略）  

 備考 （略）  備考 （略） 

附  則  

 こ の 管 理 規 程 は 、 令 和 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

告 示 

 

三重県告示第 178 号 

工業等に係る試験研究機関の機械、器具その他の設備の使用料の額を次のように定めます。 

 令和 7 年 3 月 21 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

工業等に係る試験研究機関の機械、器具その他の設備の使用料の額 

工業等に係る試験研究機関の機械、器具その他の設備の使用料の額（平成 30 年三重県告示第 249 号）の全部を

改正する。 

三重県試験研究機関関係工業等に係る設備等使用料及び試験等手数料条例（昭和 33 年三重県条例第 1 号）第 1

条の 2 の規定に基づき、工業等に係る試験研究機関の機械、器具その他の設備（以下「設備等」という。）の使

用料の額を次のように定め、令和 7 年 4 月 1 日から施行する。 

1  工業研究所（各研究室を除く。）の設備等の使用料 

設備等の名称 基本料金（円） 使用料（円／時間） 

全自動真円度測定機 370 1,580 

ＣＮＣ三次元測定機 370 1,970 

万能引張試験機（テンシロン） 370 980 
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万能試験機（1000ｋＮ） 370 3,420 

ボールミル 370 390 

高強度型万能試験機（2000ｋＮ） 370 9,880 

圧縮試験用研磨機 370 390 

セメント強さ試験用型詰め装置 370 420 

メルトインデックサ 370 230 

計装化衝撃試験システム 370 540 

かくはん造粒機 370 90 

スクリュー式押出し造粒機 370 40 

Ｖ型混合機 370 70 

通風乾燥機 370 50 

錠剤粉砕器 370 10 

錠剤硬度計 370 170 

崩壊試験装置 370 50 

ハンドプレス 370 280 

食品異物顕微解析装置 370 240 

粉体物性測定装置 370 140 

空気比較式比重計 370 0 

ジェットミル 370 380 

ロボットシフター 370 800 

錠剤コーティング機 370 270 

流動層造粒機 370 240 

湿式整粒機 370 80 

試料粉砕機 370 120 

大型遠心分離機 370 760 

万能投影機 370 260 

ミクロン深さ高さ測定機 370 310 

ビッカース硬度計 370 0 

微小硬度計 370 0 

衝撃試験機 370 550 

試料研磨機 370 270 

溶接継手曲げ試験装置 370 90 

倒立型金属顕微鏡 370 130 

ビデオマイクロスコープ 370 120 

低速回転・低速送り切断機 370 390 

水分活性測定装置 370 50 

薄刃切断機 370 880 

放射ノイズ測定システム（放射ノイズ） 370 1,450 

雑音端子測定システム（雑端） 370 1,200 

雑音電力測定システム（雑電） 370 1,990 

磁界ＥＭＩ測定システム（磁界ＥＭＩ） 370 2,250 

多機能物性測定装置（レオメータ） 370 810 

Ｖ型混合機（大） 370 60 

溶液安定性評価装置 370 220 
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カールフィッシャー水分計 370 280 

紫外可視光光度計 370 380 

金属精密切断機 370 890 

表面粗さ・輪郭複合測定機 370 1,530 

雷サージ・バースト試験機（サージ・バースト） 370 600 

1ＧＨｚ超放射エミッション測定システム（ＧＨｚ超） 370 1,670 

ガウスメーター 370 100 

ロックウェル硬度計 370 40 

カメラ付き実体顕微鏡 370 30 

試料埋込装置 370 160 

Ｘ線回折装置（ＸＲＤ） 370 2,230 

波長分散型蛍光Ｘ線分析装置（ＸＲＦ） 370 5,100 

ＦＥ型走査電子顕微鏡ＥＤＸ付（ＦＥ―ＳＥＭ／ＥＤＸ） 370 4,600 

原子吸光光度計（ＡＡＳ） 370 1,070 

赤外分光光度計（ＦＴ―ＩＲ） 370 4,760 

携帯型分光測色計 370 30 

エアー式ピストンシリンダー充填機 370 360 

錠剤摩損度試験器 370 0 

ボールミル（医薬用） 370 10 

小型回転式打錠機 370 90 

電気式ゆで麺機 370 510 

業務用電子レンジ 370 90 

非接触 3 次元デジタイザー 370 5,610 

万能試験機（100ｋＮ） 370 1,480 

ｐＨ計 370 170 

カッティングミル 370 160 

油圧式搾汁機 370 220 

真空濃縮釜 370 1,430 

連続冷却遠心機 370 430 

食品用送風定温乾燥器 370 70 

真空式ドラムドライヤー 370 1,400 

電磁式ふるい振とう機 370 490 

ジェット式かくはん機 370 60 

ミニスプレードライヤー 370 250 

バッチニーダー 370 40 

高圧蒸気滅菌器（高性能） 370 60 

真空凍結乾燥機（10Ｌ） 370 270 

製麺機 370 330 

アイスクリーム製造装置 370 670 

くん煙箱 370 880 

真空包装機 370 250 

急速凍結機 370 270 

恒温恒湿機 370 120 

据置型分光測色計 370 30 
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自動滴定装置 370 40 

プログラマブルデジタル粘度計 370 470 

動的粘弾性解析装置 370 710 

ラピッドビスコアナライザー 370 2,210 

示差走査熱測定装置 370 2,870 

振とう温度勾配培養装置 370 50 

ガスクロマトグラフ質量分析装置（ＧＣ―ＭＳ） 370 5,950 

複合サイクル試験機（ＣＣＴ） 370 850 

ＢＣＩイミュニティ試験システム（ＢＣＩ） 370 9,420 

放射イミュニティ試験システム（放射イミュニティ） 370 3,580 

伝導イミュニティ試験システム（伝導イミュニティ） 370 3,550 

静電気試験器（ＥＳＤ） 370 1,440 

ノイズシミュレータ 370 1,110 

円筒造粒機 370 40 

小型卓上整粒機 370 140 

食品用遠心分離機 370 250 

シールドルーム 370 350 

大型振とう培養機 370 70 

コロイドミル 370 80 

3 次元形状造形装置（樹脂造形タイプ）（ファンデーション含む。）（作
業時間 1 時間まで） 

370 3,620 

3 次元形状造形装置（樹脂造形タイプ）（追加作業時間 1 時間当たり）   2,340 

3 次元形状造形装置（樹脂造形タイプ）用サポート材洗浄機 370 340 

サーモグラフィー 370 80 

環境試験器（恒温恒湿） 370 110 

ハイブリッド成形機（ハイブリッド成形） 370 7,370 

ハイブリッド成形機（射出成形） 370 4,480 

イオンミリング装置 370 410 

ＬＥＤ配光測定装置 370 0 

充放電試験機 370 80 

比重測定装置 370 20 

オートクレーブ 370 50 

Ｘ線ＣＴシステム 370 11,380 

振動試験機 370 2,540 

香気成分分析装置 370 4,190 

小型レトルト食品製造装置 370 1,410 

2  工業研究所金属研究室の設備等の使用料 

設備等の名称  基本料金（円）  使用料（円／時間） 

万能試験機（500ｋＮ）  370 1,760 

自動引張試験システム  370 3,500 

ブリネル硬さ試験機  370 250 

デジタルロックウェルツイン硬度計  370 150 

ビッカース硬度計  370 260 

微小硬度計  370 520 

試料研磨システム  370 3,130 
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実体顕微鏡  370 50 

型砂強度試験機  370 120 

型砂混練機  370 80 

鋳物砂標準ふるい器  370 40 

サンドミル（試験室用混砂器）  370 30 

電気炉  370 1,250 

構造物試験機  370 3,180 

炭素硫黄同時分析装置（ＣＳ― 444ＬＳ）  370 2,050 

自動研磨機  370 800 

すべり抵抗測定装置  370 2,740 

湿式精密切断機  370 650 

油圧自動埋込み機  370 820 

超音波探傷機  370 40 

金属顕微鏡（倒立型）  370 270 

砂型積層造形装置  370 12,890 

熱電子型ＳＥＭ／ＥＤＸ  370 5,280 

摩擦摩耗試験機  370 510 

卓上型精密万能試験機  370 2,110 

真空紫外ＩＣＰ発光分光分析装置  370 2,790 

3  工業研究所窯業研究室の設備等の使用料 

設備等の名称  基本料金（円）  使用料（円／時間） 

ポットミル架台（施釉絵付室）  370 210 

紫外・可視・近赤外分光光度計  370 170 

ＳｉＣ発熱体小型電気炉  370 650 

トロンメル（200Ｋｇ）  370 200 

高速ミキサー  370 430 

逆流式高速混合機  370 140 

加圧鋳込み装置  370 140 

ポットミル架台（成形室）  370 200 

ロールクラッシャー  370 180 

エアーブラスト  370 460 

循環式混練機  370 170 

ジョークラッシャー  370 160 

らいかい機（旧型）  370 260 

らいかい機（新型）  370 310 

粉砕装置  370 170 

オートクレーブ  370 1,250 

ＴＧ・ＤＴＡ熱分析装置  370 800 

耐熱試験装置（オーブン）  370 300 

ダイアモンドソー  370 640 

画像処理システム  370 110 

50 トンプレス  370 240 

小型押出し成形機  370 90 

振動ふるい機  370 40 

令和7年3月21日 三　重　県　公　報 号　　外

22



自由粉砕器  370 30 

Ｂ型粘度計  370 20 

Ｂ型粘度計（ＢＭ型）  370 10 

消費電力測定装置  370 80 

高温強度試験機  370 780 

レーザー式粒度分析機  370 250 

デジタルマイクロスコープ  370 100 

ビーズミル  370 370 

混合かくはん機  370 130 

熱膨張測定装置（ディラトメーター）  370 420 

広帯域赤外分光分析装置（遠赤外線）  370 2,380 

広帯域赤外分光分析装置（テラヘルツ）  370 7,670 

真空土練機（磁器用）  370 50 

電子天秤（0.1ｍｇ）  370 350 

赤外線サーモグラフィ  370 0 

電子顕微鏡（ＳＥＭ）  370 710 

表面粗さ測定機  370 370 

デジタルマイクロスコープ（同軸落射照明）  370 10 

真空定温乾燥器  370 160 

波長分散型蛍光Ｘ線分析装置（ＸＲＦ・ 3ｋＷ）  370 2,690 

粉末Ｘ線回折装置  370 750 

原子吸光分光光度計  370 390 

4  工業研究所窯業研究室伊賀分室の設備等の使用料 

設備等の名称  基本料金（円）  使用料（円／時間） 

高速ミキサー  370 100 

真空土練機  370 70 

トロンメル（50Ｋｇ） 370 100 

トロンメル（200Ｋｇ）  370 200 

らいかい機（3 連） 370 300 

高温恒温器（オーブン）  370 330 

ポットミル架台  370 210 

たたら成形機  370 60 

真空脱泡装置  370 50 

混練機  370 40 

デジタルマイクロスコープ  370 80 

ダイヤモンドソー  370 300 

送風定温乾燥機  370 40 

ホモジナイザー  370 100 

熱画像測定装置  370 80 

備考 

1  使用料の額の算出は、使用の時間数に時間当たりの使用料を乗じたものに基本料金を加えます。 

2  使用の時間が 1 時間未満であるとき又は使用の時間に 1 時間未満の端数があるときは、その未満である使用

の時間又は端数は 1 時間とします。 
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訓 令 

 

三重県訓令第 1 号 

庁 中 一 般  

地 域 機 関  

会計年度任用職員の任用、勤務条件及び身分取扱いに関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

令和 7 年 3 月 21 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之 

会計年度任用職員の任用、勤務条件及び身分取扱いに関する規程の一部を改正する訓令 

会計年度任用職員の任用、勤務条件及び身分取扱いに関する規程（令和元年三重県訓令第 2 号）の一部を次の

ように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改  正  後 改  正  前 

別表第 5（第 11 条関係） 別表第 5（第 11 条関係） 

 区分 事由 期間   区分 事由 期間  

 （略） （略） （略）   （略） （略） （略）  

 育児参加休暇 （略） （略）   育児参加休暇 （略） （略）  

 

私傷病 会計年度任用職員（総務

部長が別に定める者に

限る。）が負傷又は疾病

のため療養する必要が

あり、その勤務しないこ

とがやむを得ないと認

められる場合 

一の年度にお

いて総務部長

が別に定める

期間   

   

 

別表第 6（第 11 条関係） 別表第 6（第 11 条関係） 

 区分 事由 期間   区分 事由 期間  

 （略） （略） （略）   （略） （略） （略）  

 

子の看護等 9 歳に達する日以後の最

初の 3 月 31 日までの間

にある子（配偶者の子を

含む。以下この項におい

て同じ。）を養育する会

計年度任用職員（総務部

長が別に定める者に限

る。）が、その子の看護

等（負傷し、若しくは疾

病にかかったその子の

世話、疾病の予防を図る

ために必要なものとし

て総務部長が定めるそ

の子の世話若しくは学

校保健安全法（昭和 33

年法律第 56 号）第 20 条

の規定による学校の休

業その他これに準ずる

ものとして総務部長が 

一の年度にお

いて 5 日（その

養育する 9 歳

に達する日以

後の最初の 3

月 31 日までの

間にある子が 2

人以上の場合

にあっては、10

日）（勤務日ご

との勤務時間

の時間数が同

一でない会計

年度任用職員

にあっては、そ

の者の勤務時

間を考慮し、総

務部長が別に

定める時間）の 

  

子の看護 小学校就学の始期に達

するまでの子（配偶者の

子を含む。以下この項に

おいて同じ。）を養育す

る会計年度任用職員（総

務部長が別に定める者

に限る。）が、その子の

看護（負傷し、若しくは

疾病にかかったその子

の世話又は疾病の予防

を図るために必要なも

のとして総務部長の定

めるその子の世話を行

うことをいう。）のため

勤務しないことが相当

であると認められる場

合 

一の年度にお

いて 5 日（その

養育する小学

校就学の始期

に達するまで

の子が 2 人以

上の場合にあ

っては、10 日）

（勤務日ごと

の勤務時間の

時間数が同一

でない会計年

度任用職員に

あっては、その

者の勤務時間

を考慮し、総務

部長が別に定

める時間）の範

囲内の期間 

 

令和7年3月21日 三　重　県　公　報 号　　外

24



 

 定める事由に伴うその

子の世話を行うこと又

はその子の教育若しく

は保育に係る行事のう

ち総務部長が定めるも

のへの参加をすること

をいう。）のため勤務し

ないことが相当である

と認められる場合 

範囲内の期間 

  

   

 

 （略） （略） （略）   （略） （略） （略）  

 公務上の傷病 （略） （略）   公務上の傷病 （略） （略）  

      

私傷病 会計年度任用職員（総務

部長が別に定める者に

限る。）が負傷又は疾病

のため療養する必要が

あり、その勤務しないこ

とがやむを得ないと認

められる場合（「生理日

の就業困難」、「妊産疾

病」及び「公務上の傷病」

に掲げる場合を除く。）  

一の年度にお

いて総務部長

が別に定める

期間 

 

 （略） （略） （略）   （略） （略） （略）  

 備考 （略）  備考 （略） 

附 則 

この訓令は、令和 7 年 4 月 1 日から施行する。 

 

 

議 会 訓 令 

 

三重県議会訓令第 2 号 

三重県議会個人情報保護条例施行規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

  令和 7 年 3 月 21 日 

三重県議会議長  稲  垣  昭  義   

三重県議会個人情報保護条例施行規程の一部を改正する訓令 

三重県議会個人情報保護条例施行規程（令和 5 年三重県議会訓令第 1 号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。 

改  正  後 改  正  前 

  （個人識別符号） 

第 3 条  条例第 2 条第 2 号の議長が定める文字、番

号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。 

(1)～(5)  （略） 

(6)  私立学校教職員共済法（昭和 28 年法律第 245

号）第 45 条第１項に規定する加入者等記号・番

号等 

(7)  国家公務員共済組合法（昭和 33 年法律第 128

号）第 112 条の 2 第 1 項に規定する組合員等記

号・番号等 

(8)  国民健康保険法（昭和 33 年法律第 192 号） 

  （個人識別符号） 

第 3 条  条例第 2 条第 2 号の議長が定める文字、番

号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。 

(1)～(5)  （略） 

(6)  私立学校教職員共済法（昭和 28 年法律第 245

号）第 45 条第１項に規定する保険者番号及び加

入者等記号・番号 

(7)  国家公務員共済組合法（昭和 33 年法律第 128

号）第 112 条の 2 第 1 項に規定する保険者番号

及び組合員等記号・番号 

(8)  国民健康保険法（昭和 33 年法律第 192 号） 
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第 111 条の 2 第 1 項に規定する被保険者記号・

番号等 

(9)  （略） 

(10) 道路交通法（昭和 35 年法律第 105 号）第 93

条第 1 項第 1 号の免許証の番号又は同法第 95

条の 2 第 2 項第 1 号の免許情報記録の番号 

(11) 地方公務員等共済組合法（昭和 37 年法律第

152 号）第 144 条の 24 の 2 第 1 項に規定する組

合員等記号・番号等 

(12)・(13) （略） 

(14) 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57

年法律第 80 号）第 161 条の 2 第 1 項に規定する

被保険者番号等 

(15)～(17) （略） 

（個人の権利利益を害するおそれが大きいもの） 

第 4 条  （略） 

2   議長は、条例第 11 条本文の規定による通知をす

る場合には、前項各号に定める事態を知った後、

当該事態の状況に応じて速やかに、当該本人の権

利利益を保護するために必要な範囲において、次

に掲げる事項を通知しなければならない。 

(1)～(5)  （略） 

  （個人情報ファイル簿の作成及び公表） 

第 7 条  （略） 

2～8   （略） 

9   条例第 17 条第 2 項第 1 号トの議長が定める個人

情報ファイルは、次に掲げる個人情報ファイルと

する。 

(1)  次に掲げる者に係る個人情報ファイルであ

って、専らその人事、給与若しくは報酬若しく

は福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事

項を記録するもの（イに掲げる者の採用又は選

定のための試験に関する個人情報ファイルを含

む。） 

イ  執行機関の職員又は当該職員であった者 

ロ  条例第 17条第 2項第 1号イに規定する者又

はイに掲げる者の被扶養者又は遺族 

(2)  条例第 17 条第 2 項第 1 号イに規定する者及

び前号イ又はロに掲げる者を併せて記録する個

人情報ファイルであって、専らその人事、議員

報酬、給与若しくは報酬若しくは福利厚生に関

する事項又はこれらに準ずる事項を記録するも

の 

  （開示請求等における本人確認手続等） 

第 9 条  条例第 19 条第 2 項、第 33 条第 2 項又は第

40 条第 2 項の規定により提示し、又は提出しなけ

ればならない書類は、次の各号に掲げる書類のい

ずれかとする。 

(1)  開示請求書、訂正請求書又は利用停止等請求

書（以下この条において「開示請求書等」とい

第 111 条の 2 第 1 項に規定する保険者番号及び

被保険者記号・番号 

(9)  （略） 

(10) 道路交通法（昭和 35 年法律第 105 号）第 93

条第１項第１号の免許証の番号 

 

(11) 地方公務員等共済組合法（昭和 37 年法律第

152 号）第 144 条の 24 の 2 第 1 項に規定する保

険者番号及び組合員等記号・番号 

(12)・(13) （略） 

(14) 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57

年法律第 80 号）第 161 条の 2 第 1 項に規定する

保険者番号及び被保険者番号 

(15)～(17) （略） 

  （個人の権利利益を害するおそれが大きいもの） 

第 4 条  （略） 

2   議長は、条例第 11 条本文の規定による通知をす

る場合には、前項各号に定める事態を知った後、

当該事態の状況に応じて速やかに、当該本人の権

利利益を保護するために必要な範囲において、次

に定める事項を通知しなければならない。 

(1)～(5)  （略） 

  （個人情報ファイル簿の作成及び公表） 

第 7 条  （略） 

2～8   （略） 

9   条例第 17 条第 2 項第 1 号トの議長が定める個人

情報ファイルは、次に掲げる個人情報ファイルと

する。 

(1)  次に掲げる者に係る個人情報ファイルであ

って、専らその人事、給与又は報酬、福利厚生

に関する事項その他これらに準ずる事項を記録

するもの（イに掲げる者の採用又は選定のため

の試験に関する個人情報ファイルを含む。） 

 

イ  執行機関の職員又は当該職員であった者 

ロ  条例第 17条第 2項第 1号イに規定する者又

はイに掲げる者の被扶養者又は遺族 

(2)  条例第 17 条第 2 項第 1 号イに規定する者及

び前号イ又はロに掲げる者を併せて記録する個

人情報ファイルであって、専らその人事、議員

報酬、給与又は報酬、福利厚生に関する事項そ

の他これらに準ずる事項を記録するもの 

 

  （開示請求等における本人確認手続等） 

第 9 条  条例第 19 条第 2 項、第 33 条第 2 項又は第

40 条第 2 項の規定により提示し、又は提出しなけ

ればならない書類は、次の各号に掲げる書類のい

ずれかとする。 

(1)  開示請求書、訂正請求書又は利用停止等請求

書（以下この条において「開示請求書等」とい
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う。）に記載されている開示請求をする者、訂 う。）に記載されている開示請求をする者、訂 

正請求をする者又は利用停止等請求をする者

（以下この条において「開示請求者等」という。）

の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所

又は居所が記載されている運転免許証、行政手

続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律第 2 条第 7 項に規定する個

人番号カード、出入国管理及び難民認定法第 19

条の 3 に規定する在留カード、日本国との平和

条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入

国管理に関する特例法第 7 条第 1 項に規定する

特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく

命令の規定により交付された書類であって、当

該開示請求者等が本人であることを確認するに

足りるもの 

(2)  （略） 

2～5  （略） 

  （開示決定等の際に通知すべき事項） 

第 10 条  （略） 

正請求をする者又は利用停止等請求をする者

（以下この条において「開示請求者等」という。）

の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所

又は居所が記載されている運転免許証、健康保

険の被保険者証、行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律第

2 条第 7 項に規定する個人番号カード、出入国

管理及び難民認定法第 19条の 3に規定する在留

カード、日本国との平和条約に基づき日本の国

籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法

第 7 条第 1 項に規定する特別永住者証明書その

他法律又はこれに基づく命令の規定により交付

された書類であって、当該開示請求者等が本人

であることを確認するに足りるもの 

(2)  （略） 

2～5   （略） 

  （開示決定等の通知） 

第 10 条  （略） 

  様式第 1 号、様式第 10 号及び様式第 16 号を次のように改める。 
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様式第 1号（第 8 条関係） 

年   月   日 

 

三重県議会議長 宛て 

 

氏名                

住所又は居所            

〒                 

                  

℡    （   ）        

 

開示請求書 

 

三重県議会個人情報保護条例第 19 条第 1 項の規定により、次のとおり保有個人情報の開示

を請求します。 

 

1  開示を請求する保有個人情報（具体的に特定してください。） 

 

 

2  求める開示の実施方法等 

ア又はイのいずれかを選択してください。 

ア 事務局における開示の実施を希望する。 

＜実施の方法＞ □閲覧 □写しの交付 

＜実施の希望日＞    年  月  日 

イ 写しの送付を希望する。 

 

3  本人確認等 

ア 開示請求者 □本人 □法定代理人 □任意代理人 

イ 請求者本人確認書類 

□運転免許証  

□個人番号カード又は住民基本台帳カード（住所記載のあるもの） 

□在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証

明書 

□その他（              ） 

※ 請求書を送付して請求をする場合には、住民票の写し等も添付してください。 

ウ 本人の状況等（法定代理人又は任意代理人が請求する場合にのみ記載してくださ

い。） 

（ア） 本人の状況 □未成年者（  年  月  日生） □成年被後見人 

□任意代理人委任者 

（ふりがな） 

（イ） 本人の氏名                       

（ウ） 本人の住所又は居所                   
 
エ 法定代理人が請求する場合、次のいずれかの書類を提示し、又は提出してくださ

い。 

請求資格確認書類 □戸籍謄本 □登記事項証明書 □その他（      ） 

オ 任意代理人が請求する場合、次の書類を提示し、又は提出してください。 

請求資格確認書類 □委任状 □その他（                ） 
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様式第 10号（第 17 条関係） 

年   月   日 

 

三重県議会議長 宛て 

 

氏名                

住所又は居所            

〒                 

                  

℡    （   ）        

 

訂正請求書 

 

三重県議会個人情報保護条例第 33 条第 1 項の規定により、次のとおり保有個人情報の訂正

を請求します。 

 

訂正請求に係る保有個人

情報の開示を受けた日 
年  月  日 

開示決定に基づき開示を

受けた保有個人情報 

開示決定通知書の文書番号： 

開示決定通知書の日付：  年  月  日 

開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報の名称等： 

 

訂正請求の趣旨及び理由 

（趣旨） 

 

（理由） 

 

 

1  訂正請求者   □ 本人  □ 法定代理人  □ 任意代理人 

2  請求者本人確認書類 

 □運転免許証  

 □個人番号カード又は住民基本台帳カード（住所記載のあるもの） 

 □在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証

明書 

 □その他（              ） 

※ 請求書を送付して請求をする場合には、住民票の写し等も添付してください。 

3  本人の状況等（法定代理人又は任意代理人が請求する場合にのみ記載してくださ

い。） 

(1) 本人の状況 □未成年者（  年  月  日生） □成年被後見人 

□任意代理人委任者 

（ふりがな） 

(2) 本人の氏名                   

(3) 本人の住所又は居所               
 

4  法定代理人が請求する場合、次のいずれかの書類を提示し、又は提出してくださ

い。 

請求資格確認書類 □戸籍謄本 □登記事項証明書 □その他（    ） 

5  任意代理人が請求する場合、次の書類を提示し、又は提出してください。 

請求資格確認書類 □委任状 □その他（    ） 
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様式第 16号（第 22 条関係） 

年   月   日 

 

三重県議会議長 宛て 

 

氏名                

住所又は居所            

〒                 

                  

℡    （   ）        

 

利用停止等請求書 

 

三重県議会個人情報保護条例第 40 条第 1 項の規定により、次のとおり保有個人情報の利用

停止等を請求します。 

 

利用停止等請求に係る保

有個人情報の開示を受け

た日 

年  月  日 

開示決定に基づき開示を

受けた保有個人情報 

開示決定通知書の文書番号： 

開示決定通知書の日付：  年  月  日 

開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報の名称等： 

 

利用停止等請求の趣旨及

び理由 

（趣旨） 

□第 1 号該当 → □利用の停止 □消去 

□第 2 号該当 → 提供の停止 

（理由） 

 

 

1  利用停止等請求者   □ 本人  □ 法定代理人  □ 任意代理人 

2  請求者本人確認書類 

 □運転免許証  

 □個人番号カード又は住民基本台帳カード（住所記載のあるもの） 

 □在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証

明書 

 □その他（              ） 

※ 請求書を送付して請求をする場合には、住民票の写し等も添付してください。 

3  本人の状況等（法定代理人又は任意代理人が請求する場合にのみ記載してくださ

い。） 

(1) 本人の状況 □未成年者（  年  月  日生） □成年被後見人 

□任意代理人委任者 

（ふりがな） 

(2) 本人の氏名                   

(3) 本人の住所又は居所               
 

4  法定代理人が請求する場合、次のいずれかの書類を提示し、又は提出してくださ

い。 

請求資格確認書類 □戸籍謄本 □登記事項証明書 □その他（     ） 

5  任意代理人が請求する場合、次の書類を提示し、又は提出してください。 

請求資格確認書類 □委任状 □その他（               ） 
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附 則 

（施行期日） 

1  この訓令は、公布の日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、当該各号の定める日から施行する。 

(1)  第 3 条第 10 号の改正規定 令和 7 年 3 月 24 日 

(2)  第 7 条第 9 項の改正規定  令和 7 年 4 月 1 日 

  （経過措置） 

2   この訓令による改正前の様式第 1 号、様式第 10 号及び様式第 16 号の用紙は、当分の間、所要の調整をして

使用することができる。 

3   この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の三重県議会の保有する個人情報の保護に関する条例施行規

程の規定に基づいて提出されている書類は、この訓令による改正後の三重県議会の保有する個人情報の保護に

関する条例施行規程の規定に基づいて提出された書類とみなす。 

 

三重県議会訓令第 3 号 

三重県議会における電子情報処理組織による請願に関する規程を次のように定める。 

令和 7 年 3 月 21 日 

三重県議会議長  稲  垣  昭  義 

三重県議会における電子情報処理組織による請願に関する規程 

（趣旨） 

第 1 条 請願を、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 138 条の 2 第 1 項及び三重県議会会議規則（昭和 31

年三重県議会規則第 1 号。以下「会議規則」という。）第 67 条第 1 項（第 2 号に係る部分に限る。）の規定に基

づき、電子情報処理組織を使用する方法によりする場合については、地方自治法及び地方自治法施行規則（昭

和 22 年内務省令第 29 号）並びに会議規則に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。 

（定義） 

第 2 条 この訓令において使用する用語は、会議規則において使用する用語の例による。 

（請願に係る電子情報処理組織） 

第 3 条 会議規則第 67 条第 1 項第 2 号の議長が定める電子情報処理組織は、議長の使用に係る電子計算機と、請

願しようとする者の使用に係る電子計算機であって議長の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信

できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。 

（事前届出等） 

第 4 条 電子情報処理組織を使用する方法により請願しようとする者は、当該請願しようとする者の氏名又は名

称その他必要な事項を、当該請願を紹介する議員を通じて、届け出なければならない。ただし、議長からあら

かじめ請願に係る識別番号及び暗証番号の通知を受けている者については、この限りでない。 

2  議長は、前項の届出を受けたときは、識別番号及び暗証番号を当該届出を行った者に通知するものとする。 

3  前項の規定による通知を受けた者は、第 1 項の規定により届け出た事項に変更があったとき、暗証番号を変

更するとき又は識別番号及び暗証番号の使用を廃止するときは、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。 

（請願者を確認するための措置） 

第 5 条 会議規則第 67 条の 3 第 2 項に規定する議長の指定する請願者を確認するための措置は、前条第 2 項の規

定により通知された識別番号及び暗証番号（同条第 3 項の規定により暗証番号の変更を届け出た場合にあって

は、当該暗証番号）を、請願しようとする者の使用に係る電子計算機から入力する措置とする。 

（委任） 

第 6 条 この訓令に定めるもののほか、請願を電子情報処理組織を使用する方法によりする場合に必要な事項は、

議長が定める。 

附 則 

この訓令は、令和 7 年 4 月 1 日から施行する。 
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